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海上保安庁緊急通報用電話番号「１１８番」周知活動について 

 
海上保安庁では、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警

察の１１０番や消防の１１９番のように、覚えやすい局番なし３桁電話番号「１

１８番」の運用を行なっています。 
 また、海上保安庁では、毎年１月１８日を「１１８番の日」に制定し、～海

のもしもは「１１８番」～をキャッチフレーズとして、国民の皆様へ「１１８

番」周知活動を実施しています。 

 室蘭海上保安部では、より多くの方々に「１１８番」を知っていただけるよ

うに、次のとおり周知活動を実施致します。 

 
１ 実施日時  

平成３１年１月１３日（日）午後２時から午後３時までの間 

 

２ 実施場所 

  道の駅 みたら室蘭 

 

３ 実施内容 

海上保安庁マスコット「うみまる」が登場し、周知活動を実施します。 
 
４ その他 
  取材を希望される場合は、平成３１年１月１１日午後４時までに室蘭海上

保安部管理課（ＴＥＬ０１４３－２３－０１１８）へ連絡をお願いします。 

問い合わせ先 
 室蘭海上保安部 

  次長 新明 智 
ＴＥＬ ０１４３－２３－０１１８ 


